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第１章 はじめに 
１－１ 本計画の趣旨 

本町の公共交通体系は、北海道旅客鉄道株式会社（以下、ＪＲ北海道）が運行する函館本線と、空

知中央バス株式会社（以下、空知中央バス）が運行する深滝線が地域の主要公共交通として重要な役

割を担っています。一方で、急激に進む人口減少などが影響し、乗降客数も減少傾向にあり、令和６

（2024）年３月には空知中央バスが運行する北竜線が廃止となり、このような状況は今後、鉄道及び

バスの減便や廃止へと繋がる可能性もあるため、町民の利用を促すことが不可欠となっています。ま

た、北竜線の廃止を受け、北竜町では廃止代替路線として「北竜妹背牛線」を令和６（2024）年４月

１日から運行しており、鉄道及びバス路線へのアクセス性向上のため、妹背牛市街地及び妹背牛駅に

停車することから、妹背牛町民の生活交通確保に向けて、北竜町と連携を図った地域協働での地域公

共交通の確保の重要性が増しています。 

「第９次妹背牛町総合振興計画」策定時のまちづくりアンケート調査では、自家用車利用割合が

83.5％で、外出時の移動に困っていない方の割合も 69.2％となっています。しかし、高齢化率が年々

上昇しており、交通弱者の切実な悩みも多いことから、近い将来を見据えて買い物や通院などの交通

対策の検討が急務であり、少子化対策として高校生の通学費等助成の継続も必要性が増しています。 

以上を踏まえ、本町に相応しく、他地域とも連携した持続可能な地域公共交通体系の構築を目的に

「妹背牛町地域公共交通計画」を策定します。 

 

１－２ 本計画の区域 
妹背牛町全域を計画の対象区域とします。 

 

 

図 １-１ 本計画の対象区域 

出典：国土交通省「国土数値情報」 

 

１－３ 本計画の期間 
令和６（2024）年６月から令和 11（2029）年３月までの５年間を計画期間とします。  
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第２章 関係法令及び上位・関連計画の整理 
２－１ 関係法令 

国は「交通政策基本法」、「地域交通法（地域公共交通の活性化及び再生に関する法律）」において、

交通施策に関する基本理念や基本事項、地方公共団体による計画策定等を定めており、これら関係法

令に基づき本計画を策定します。 

 

（１） 交通政策基本法 

 

表 ２-１ 同法の概要 

施行日 平成 25（2013）年 12月４日 

最新の改正 令和２（2020）年 12月９日 

目的 

交通に関する施策について、基本理念及びその実現を図るのに基本となる事項を定め、

国及び地方公共団体の責務を明らかにすることにより、交通に関する施策を総合的かつ

計画に推進し、国民生活の安定向上及び国民経済の健全な発展を図る 

概要 

■基本的認識 

●交通の果たす機能 

①国民の自立した生活の確保 

②活発な地域間交流・国際交流 

③物資の円滑な流通 

●国民等の交通に対する基本的需要の充足が重要 

■交通機能の確保・向上 

●少子高齢化の進展等に対応しつつ、「①豊かな国民生活の実現」、「②国際競争力の強

化」、「③地域の活力の向上」に寄与 

●大規模災害に的確に対応 

■環境負荷の低減 

●交通による環境への負荷の低減を図る 

■様々な交通手段の適切な役割分担と連携 

●交通手段の特性に応じて適切に役割を分担し、かつ、有機的かつ効率的に連携する 

■交通の安全の確保 

●交通安全対策基本法等に基づく交通安全施策と十分に連携する。 
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（２） 地域交通法（地域公共交通の活性化及び再生に関する法律） 

 

表 ２-２ 同法の概要 

施行日 平成 19（2007）年 10月１日 

最新の改正 令和５（2023）年 10月１日 

目的 

地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資するよう地域公共交通の活性化及

び再生のための地域における主体的な取組及び創意工夫を推進し、個性豊かで活力に満

ちた地域社会に寄与すること 

概要 

■地域が自らデザインする地域の交通 

●地方公共団体による「地域公共交通計画」（マスタープラン）の作成 

・地方公共団体による地域公共交通計画（マスタープラン）の作成の努力義務化 

・地域の多様な輸送資源（自家用有償旅客運送、福祉輸送、スクールバス等）も計画に

位置付け 

・定量的な目標（利用者数・収支・公的資金投入額等）の設定、毎年度の評価を行う 

●地域における協議の促進 

■移動ニーズにきめ細かく対応できるメニューの充実 

●輸送資源の総動員による移動手段の確保 

・路線バス等の維持が困難と見込まれる段階で、関係者と協議してサービス継続のため

の実施方針を策定し、新たな事業者を選定する事業を創設 

・自家用有償旅客運送について、バス・タクシー事業者が運行管理・車両整備管理で協

力する制度を創設 

・自家用有償旅客運送について、地域住民だけではなく観光客も含む来訪者も対象とし

て明確化 

・鉄道や乗合バス等において貨客混載を行う事業を創設 

●既存の公共交通サービスの改善の徹底 

・等間隔運行や定額制乗り放題運賃、乗継割引運賃等のサービス改善を促進 

■地域公共交通の「リ・デザイン」 

●地域の関係者の連携と協働の促進 

・目的規定に、自治体・公共交通事業者・地域の多様な主体等の「地域の関係者」の「連

携と協働」を追加し、国の努力義務として、関係者相互間の連携と協働の促進を追加 

・地域の関係者相互間の連携に関する事項を、地域公共交通計画への記載に努める事項

として追加 

●ローカル鉄道の再構築に関する仕組みの創設・拡充 

・自治体又は鉄道事業者からの要請に基づき、関係自治体の意見を聴いて、国土交通大

臣が組織する「再構築協議会」を創設 

●バス・タクシー等地域交通の再構築に関する仕組みの拡充 

・自治体と交通事業者が、一定の区域・期間について、交通サービス水準（運行回数等）、

費用負担等の協定を締結して行う「エリア一括協定運行事業」を創設 

・ＡＩオンデマンド、キャッシュレス決済、ＥＶバスの導入等の交通ＤＸ・ＧＸを推進

する事業を創設 

●鉄道・タクシーにおける協議運賃制度の創設 

・地域の関係者間の協議が調ったときは、国土交通大臣への届出による運賃設定を可能

とする協議運賃制度を創設 
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２－２ 上位・関連計画 

（１） 北海道が策定するもの 

北海道は「北海道総合計画」、「第２期北海道創生総合戦略」、「北海道交通政策総合指針」等の８計

画において、持続可能な交通の推進や地域のアクセス性向上等を方針・施策を定めており、これら北

海道関連計画と連携して本計画を策定します。 

 

表 ２-３ 北海道の各種計画における公共交通に関する施策（１／２） 

計画名・年次 公共交通に関する主な施策等 

北海道総合計画 

-輝き続ける北海道- 

 

平成 28（2016）年度 

～令和７（2025）年度 

■連携と交流を支える総合的な交通ネットワークの形成 

・地域交通の安定的な確保に向けて、国の支援制度を最大限活用しなが

ら、地域の実情に応じた公共交通ネットワークの構築に取り組む 

・幅広い関係者が相互に連携・協力できる環境を整えながら利便性が高

くストレスのない公共交通の実現に向けて取り組む 

第２期北海道創生総合戦略 

 

令和２（2020）年度 

～令和６（2024）年度 

■地域の実情に応じた交通ネットワークの維持・確保 

・地域の暮らしや産業経済を支える安定的かつ持続的な交通・物流ネッ

トワークの確保に向け、ＭａａＳの展開による交通の利便性向上や、

幹線やラストワンマイルでの共同輸送など、地域関係者・交通・物流

事業者等と一体となった取組を進める 

・地域住民の交通手段として必要不可欠な鉄道やバス、離島航路・航空

路などを維持・確保するため、国や市町村との役割分担のもと、必要

な支援措置を講ずる 

・集落の維持・活性化に資するコミュニティバスなど地域の実情に応じ

た地域交通の確保のための取組を促進する 

北海道交通政策総合指針 

 

平成 30（2018）年度 

～令和 12（2030）年度 

■道民の暮らしや経済活動を支える公共交通ネットワーク 

・持続的な公共交通ネットワークの維持・確保に向け、交通・物流の効

率化や省力化を図るとともに、関係者が連携した取組を進める 

・鉄道やバス路線の持続的な維持・確保に向けて関係者が連携して取り

組むとともに、コミュニティバスやデマンド交通など地域の実情に応

じた交通手段の確保に向けた取組を促進する 

・過疎地等において路線バスやタクシーとの貨客混載など、異業種間の

連携による輸送の効率化を進める 

北海道交通政策総合指針・ 

重点戦略【2021-2025】 

 

令和３（2021）年度 

～令和７（2025）年度 

■シームレス交通戦略 

・ＭａａＳ等シームレス交通の全道展開を図る 

・持続的な鉄道網の確立に向けた取組を進める 

・交通インフラとデジタルサービスが連動した利便性の向上を図る 

・公共交通の利用定着に向けた地域全体の意識改革を図る 

■地域を支える人・モノ輸送戦略 

・地域における最適な交通モードの検討を行う 

■インバウンド加速化戦略 

・交通情報提供機能と案内表示等の充実を行う 

・バリアフリー環境の充実を行う 
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表 ２-４ 北海道の各種計画における公共交通に関する施策（２／２） 

計画名・年次 公共交通に関する主な施策等 

北海道新広域道路交通 

ビジョン・計画 

 

令和３（2021）年度から 

概ね 20～30年間 

■交通・防災拠点の基本方針 

・札幌都心部や圏域中心都市、地方部の市街地における交通結節機能を

強化する 

・道の駅等を活用した輸送拠点を構築する 

・広域的な復旧・復興活動の拠点として、道の駅の防災機能を強化する 

第 11次北海道交通安全計画 

 

令和３（2021）年度 

～令和７（2025）年度 

■公共交通機関等における一層の安全の確保 

・公共交通機関等の一層の安全を確保するため、保安監査の充実・強化

を図るとともに、事業者が社内一丸となった安全管理体制を構築・改

善する 

第５期北海道観光の 

くにづくり行動計画 

 

令和３（2021）年度 

～令和７（2025）年度 

■観光インフラの強靱化 

・ＭａａＳ等シームレス交通の全道展開 

・鉄道の輸送機能等の充実 

・交通ネットワークの利便性向上に取り組む 

・道内観光地間を快適に移動できる二次交通の形成 

新・ほっかいどう 

社会資本整備の重点化方針 

 

平成 29（2017）年度から 

概ね 10年間 

■地域の特色を生かした産業の活性化 

・空港を核とした広域観光の振興を促進していくとともに、北海道新幹

線の札幌開業を見据え、効果的な利用促進策を展開する 

■グローバル化に対応した活力ある社会の構築 

・広域連携を支える交通・情報ネットワークの形成を進める 

■持続可能な社会・経済を支える社会資本の整備 

・鉄道、航空路、航路といった基幹的な交通ネットワークや交通基盤の

充実を図る 

・冬期間を含めた道外との安定的な高速交通アクセスを確保する 
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（２） 妹背牛町 

本町は「第９次妹背牛町総合振興計画」を上位計画、「第２期妹背牛町まち・ひと・しごと創生総

合戦略」、「第９次妹背牛町高齢者保健福祉計画」、「第２期妹背牛町子ども・子育て支援事業計画」の

３つの関連計画において、持続可能な交通の推進や地域のアクセス性向上等を方針・施策を定めてお

り、これら上位・関連計画と整合・連携を図って本計画を策定します。 

 

１） 上位計画 

 

表 ２-5 第９次妹背牛町総合振興計画の内容 

項 目 内  容 

計 画 期 間 令和２（2020）年度から令和 11（2029）年度まで 

将 来 像 小さなまちから 広がるつながり くらしやすいまち もせうし 

大 網 

Ⅰ 福祉の将来 地域が支えるやさしいまちづくり 

Ⅱ 産業の将来 地域産業を未来へつなぐまちづくり 

Ⅲ 環境の将来 快適な生活が送れるまちづくり 

Ⅳ 教育の将来 地域全体で教育・学習するまちづくり 

Ⅴ 地域の将来 安全・安心で信頼できるまちづくり 

施 策 の 

方 向 ・ 展 開 

Ⅲ－１ 道路環境、交通環境の整備 

３ 公共交通の維持、新たな利用システムの構築 

●町民の公共交通利用促進への対策（支援）を行います。 

●高校生の通学費等に対する支援に努めます。 

●地域の実情や町民のニーズを把握し、町内等を快適に移動できる新たな利用

システムの構築を行います。 

関係する取組 

◆高校通学費等支援事業 

◆空知中央バス運行助成 

◆町内等を快適に移動できる利用助成 

 

２） 関連計画 

 

表 ２-６ 本町の各種計画における公共交通に関する施策 

計画名・年次 公共交通に関する主な施策等 

第２期妹背牛町 

まち・ひと・しごと創生総合戦略 

 

令和３（2021）年度 

～令和７（2025）年度 

・地域の生活基盤である道路・橋りょうや街灯などを維持・整備す

るとともに、生活の足となる公共交通機関の維持・確保を行って

いきます 

・高齢者や障がい者等で自家用車を所有していない方に対して、公

共交通機関等の助成券を配布します 

第 10次妹背牛町 

高齢者保健福祉計画・ 

第９次妹背牛町 

介護保険事業計画 

 

令和５（2023）年度 

～令和７（2025）年度 

・一般の交通手段を利用することが困難な要援護高齢者等に対し

て、外出支援サービスを提供 

・買い物支援は商工会のお買い物おもてなし事業とのすみ分け 

・高齢者の移動手段の確保は前期計画においても大きな課題でした

が、令和２（2020）年４月より高齢者等の交通費助成制度がスタ

ート 

・介護予防・地域支え合い事業の外出支援の対象者の明確化を図る

必要性 

第２期妹背牛町 

子ども・子育て支援事業計画 

 

令和２（2020）年度 

～令和６（2024）年度 

・高校通学費等支援として、20歳未満の高校生がいる保護者へ、月

額 2,000円の商品券を交付 
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（３） 関連地域 

本町に関連する地域として、北空知地域、深川市及び北竜町では地域公共交通計画が策定されてい

るほか、北空知地域では定住自立圏共生ビジョンも策定されており、これら計画等との整合・連携を

図って本計画を策定します。 

 

表 ２-７ 関連地域の各種計画等における公共交通に関する施策（１／２） 

計画名・年次 公共交通に関する主な施策等 

北空知４町 

地域公共交通計画 

 

令和４（2022）年度 

～令和８（2026）年度 

■次世代につながる最適な公共交通網の構築 

●利便性を確保した合理化等の実施による持続的な公共交通の確保 

・多様な目的へ対応し、利便性の向上及び目的地までの速達性に配慮した広域

交通の確保 

・利便性の高い生活移動の実現に向け、最適化を図った持続可能な地域間交通

の確保 

・地域内での生活を豊かにする生活圏交通の確保 

●公共交通の利用促進・持続性の確保 

・公共交通を住民及び来訪者に知ってもらう、使ってもらうための利用促進策

の展開 

深川市 

地域公共交通計画 

 

令和６（2024）年度 

～令和 10（2028）年度 

■地域の暮らしをみんなで支える、持続可能な公共交通サービスの確保維持 

●広域公共交通の確保維持 

・広域公共交通計画との整合・連携 

●まちづくりと連携したきめ細かな公共交通網の構築 

・市内路線バスの運行維持 

・デマンド交通「納内経由菊丘線」の確保維持 

・多様な輸送手段の検討 

・ＡＩを用いたオンデマンド交通の研究・検討 

・深川駅周辺複合施設整備の推進 

●利用促進の強化による公共交通の活性化 

・高齢者バス利用料金助成事業による利用促進 

・バスの乗り方教室の実施 

・公共交通利用促進を目的とした周知・啓発 

北竜町 

地域公共交通計画 

 

令和３（2021）年度 

～令和７（2025）年度 

■近隣市町と連携を図りながら交通弱者にやさしい北竜町地域公共交通の維

持確保を図る 

●行政区域を跨いだ広域的な視点に立った公共交通ネットワークを構築する 

・広域公共交通の維持 

・北竜町運営自家用有償運送の新設 

・乗合タクシーの運行維持 

・連絡施設間運行便の維持 

・スクールバス一般利用 

・デマンド交通支援プログラムの維持・活用 

●自宅前送迎等により交通弱者にもやさしい効率的な地域公共交通を実現す

る 

・高齢者運転免許証自主返納サポート事業の維持 

・新規利用登録者の募集 

●町ぐるみで地域の生活交通を守り育てていくことにより、持続可能な地域公

共交通を実現する 

・利用者登録者への意識調査実施 

・愛称の募集・設定 

・利用案内パンフレットの作成 
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表 ２-８ 関連地域の各種計画等における公共交通に関する施策（２／２） 

計画名・年次 公共交通に関する主な施策等 

第２次北空知 

定住自立圏共生ビジョン 

 

令和５（2023）年度 

～令和９（2027）年度 

Ⅱ結びつきやネットワークの強化に係る政策分野 

●多様な公共交通の確保 

・日常生活における住民の移動手段を確保するため、公共交通の維持・確

保と利用促進の取り組みを進める 

・甲や関係機関・団体と連携し、多様な交通手段の検討と生活交通路線の

維持・確保及び利用促進に取り組む 

・乗合バス事業者等への支援を通じ、圏域住民の生活に必要なバス路線の

維持・確保を図るともに、多様な交通手段の検討を行う 

・圏域住民の生活に必要なＪＲ留萌本線及び函館本線の維持・確保のため、

各市町が連携し、検討を行う 

 

２－３ 本計画の位置付け 
本計画の位置付けは、関係法令、北海道の関連計画及び関連地域の計画等と連携するとともに、本

町の上位・関連計画と連携及び整合を図り、本町のまちづくり指針等に沿った計画内容とします。 

 

 
図 ２-１ 上位・関連計画との関連性を踏まえた本計画の位置付け 

  

【関係法令】

【北海道の関連計画】

【関連地域の計画等】

・北空知４町地域公共交通計画（Ｒ４～Ｒ８）

・深川市地域公共交通計画（Ｒ６～Ｒ10）

・北竜町地域公共交通計画（Ｒ３～Ｒ７）

・第２次北空知定住自立圏共生ビジョン（Ｒ５～Ｒ９）

【本町の上位・関連計画】

・第９次妹背牛町総合振興計画（Ｒ２～Ｒ11）

・第２期妹背牛町まち・ひと・しごと創生総合戦略（Ｒ３～Ｒ７）

・第10次妹背牛町高齢者保健福祉計画・
第９次妹背牛町介護保険事業計画（Ｒ５～Ｒ７）

・第２期妹背牛町子ども・子育て支援事業計画（Ｒ２～Ｒ６）

妹
背
牛
町
地
域
公
共
交
通
計
画

（
Ｒ
６
～
Ｒ
10
）

連携

連携・整合
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第３章 地域の概況 
３－１ 地勢等 

（１） 地理的概況 

本町は、東経 141度 53分から 141度 59分、北緯 43度 35分から 43度 44分、北海道の中央西部、

空知総合振興局管内の北東部に位置し、東は深川市、南は石狩川を境に滝川市、西は雨竜川を経て雨

竜町、北竜町と北は秩父別町の２市３町と隣接しています。 

総面積は、48.64km２と道内の自治体では上砂川町、秩父別町に次いで３番目に小さな面積になり

ます。 

また、雨竜川と石狩川に挟まれた砂川低地帯北部にあり、その全域が沖積平野に占められているた

めに、極めて平担な地形となっています。そのため町の面積の約７割が水田を主とする農用地として

利用され、北海道の代表的な稲作地帯となっています。 

 

 

図 ３-１ 地理的概況 

出典：国土地理院「基盤地図情報 数値標高モデル」 

※数値標高モデルを加工して作成 
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（２） 気象状況 

気象は、裏日本型の内陸性気候を示し、気温も夏は 30℃以上、冬は氷点下 20℃以下になることも

珍しくなく、年間平均気温は 7.0℃ほどで平年の初雪は 11 月上旬頃で、融雪は４月上旬頃と約５カ

月間の積雪環境となります。 

 

 

図 ３-２ 年間気温（平成 26（2014）年から令和５（2023）年の平均） 

出典：気象庁「気象データ（深川地点）」 

※妹背牛町内に観測地点がないため近隣地点参考 

 

 

図 ３-３ 年間降水量（平成 26（2014）年から令和５（2023）年の平均） 

出典：気象庁「気象データ（深川地点）」 

※妹背牛町内に観測地点がないため近隣地点参考 
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３－２ 社会状況等 

（１） 人口動態 

１） 人口推移 
   

 
現状・問題点 

 

  

  本町の総人口は減少傾向が続いており、平成 27（2015）年国勢調査と令和２（2020）年国勢調

査を比較すると、総人口は 13%減少、年少人口（15歳未満）は 21％減少、生産年齢人口（15～64

歳）は 18％減少、高齢人口（65 歳以上）は６％減少と、いずれの年齢区分でも人口減少が進行

しています。 

一方で、総人口に対する高齢人口の割合を示す高齢化率は、令和２（2020）年国勢調査で 47.1％

となっており、人口減少だけでなく、高齢化も進行しています。 

通勤・通学で公共交通を利用する世代や高齢者の免許返納等により、公共交通を必要とする住

民は一定数いることが想定されますが、各世代の人口が減少していることから、公共交通の需要

は限られています。 
   

 
課 題 

 

  

  公共交通を必要とする世代に対して、いかに生活の足を確保していくかの指針を示すことが求

められています。 

 

 

図 ３-４ 人口推移 

出典：総務省統計局「令和２年国勢調査」、 

国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」 
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２） 人口分布 
   

 
現状・問題点 

 

  

  本町の人口分布は一区に集中しており、全体の 63.5％が分布しており、一区を除いた地区で

は、各地区内に人口が点在している状況です。 
   

 
課 題 

 

  

  市街地部と郊外部で移動ニーズが異なることが想定され、居住場所に応じた生活交通の確保が

必要です。 

 

 

表 ３-１ 大字別の人口 

大字・ 

町名 

字・ 

丁目名 

Ｒ２ 

人口 

（人） 

字妹背牛 一区 1,711 

字妹背牛 二区 82 

字妹背牛 三区 221 

字妹背牛 四区 67 

字妹背牛 五区 92 

字妹背牛 六区 149 

字妹背牛 九区 77 

字妹背牛 一〇区 80 

字妹背牛 一一区 78 

字下メム  33 

字大鳳  81 

字秩父別  22 

 合計 2,693 
 

図 ３-５ 人口分布 

出典：総務省統計局「令和２年国勢調査」 
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３） 高齢人口の分布 
   

 
現状・問題点 

 

  

  本町の高齢人口は概ね人口分布と比例関係にあり、一区の高齢人口が最も多くなっています。 

また、全人口に対する高齢人口の比率を表した高齢化率は全体平均で 47.1％であり、約半数が

高齢者という状況です。 
   

 
課 題 

 

  

  約半数を占める高齢者のうち、公共交通を必要としている方への生活交通の検討・提供が求め

られています。 

 

 

表 ３-２ 大字別の高齢人口 

大字・ 

町名 

字・ 

丁目名 

高齢 

人口 

（人） 

高齢化 

率 

字妹背牛 一区 839 49.0% 

字妹背牛 二区 30 36.6% 

字妹背牛 三区 68 30.8% 

字妹背牛 四区 28 41.8% 

字妹背牛 五区 43 46.7% 

字妹背牛 六区 112 75.2% 

字妹背牛 九区 31 40.3% 

字妹背牛 一〇区 36 45.0% 

字妹背牛 一一区 23 29.5% 

字下メム  18 54.5% 

字大鳳  33 40.7% 

字秩父別  8 36.4% 

 合計 1,269 47.1% 
 

図 ３-６ 高齢人口分布 

出典：総務省統計局「令和２年国勢調査」 
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（２） 免許非保有者の推計 
   

 
現状・問題点 

 

  

  本町の免許保有者数から、非保有者数を推計すると町全体で 957人であり町全体人口の約 36％

が免許を保有していない方と推計されます。 
   

 
課 題 

 

  

  免許を保有していない方のうち、公共交通による生活の足を必要としている方の交通手段の確

保が必要です。 

 

 

表 ３-３ 大字別の 

免許非保有者数（推計） 

大字・ 

町名 

字・ 

丁目名 

免許 

非保有者数 

（人） 

字妹背牛 一区 596 

字妹背牛 二区 28 

字妹背牛 三区 85 

字妹背牛 四区 23 

字妹背牛 五区 34 

字妹背牛 六区 60 

字妹背牛 九区 25 

字妹背牛 一〇区 30 

字妹背牛 一一区 34 

字下メム  10 

字大鳳  24 

字秩父別  8 

 合計 957 
 

図 ３-７ 免許非保有者の分布（推計） 

出典：総務省統計局「令和２年国勢調査」、 

北海道警察「令和５年 12月末時点の免許保有者数」をもとに推計 
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（３） 生活関連施設 
   

 
現状・問題点 

 

  

  本町の生活関連施設は市街地部に集積しており、郊外部に居住する方は市街地まで自動車や公

共交通等によるアクセスが必要な状況です。 
   

 
課 題 

 

  

  郊外部に居住する方の町内生活関連施設への公共交通によるアクセスの必要性も含めた検討・

交通サービスの提供が必要です。 

 

 

図 ３-８ 生活関連施設の位置図 

出典：国土交通省「国土数値情報」 
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（４） 生活圏 

１） 通勤・通学における生活圏 
   

 
現状・問題点 

 

  

  本町の通勤・通学における生活圏は「妹背牛町」、「深川市」が中心となっています。 

また、他の北空知地域や周辺自治体への移動も見られます。 
   

 
課 題 

 

  

  主な移動手段が公共交通と想定される通学者が、本町に住みながら通学できる移動手段の確保

が必要です。 

一方で、本データでは移動手段の特定が難しいため、移動実態及びニーズ等を補完しながら、

必要とされる公共交通を検討・提供することが重要です。 

 

  

図 ３-９ 通勤・通学における生活圏 

出典：総務省統計局「令和２年国勢調査」 
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２） 全移動目的における生活圏 
   

 
現状・問題点 

 

  

  本町の全移動目的における生活圏は「深川市」、「滝川市」、「旭川市」、「札幌市」が中心となっ

ています。 
   

 
課 題 

 

  

  自動車を持たない方の生活の確保に向け、本町と生活圏を結ぶ公共交通ネットワークの維持・

確保が必要です。 

一方で、本データでは移動手段の特定が難しいため、移動実態及びニーズ等を補完しながら、

必要とされる公共交通を検討・提供することが重要です。 

 

  

図 ３-10 全移動目的における生活圏 

出典：内閣府「ＲＥＳＡＳ-地域経済分析システム」 
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（５） 観光動向 
   

 
現状・問題点 

 

  

  本町の観光動向は、北空知地域で最も低い観光入込割合となっており、観光入込客数は概ね 20

万人前後となっています。 
   

 
課 題 

 

  

  生活交通の確保を最優先とし、必要に応じて来訪者の移動実態及びニーズ等を把握し、必要と

される公共交通を検討・提供することが重要です。 

 

 

図 ３-11 北空知地域５市町の観光入込割合の推移 

 

 
図 ３-12 本町の観光入込客数の推移 

出典：北海道経済部「北海道観光入込客数調査報告書」 
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第４章 地域旅客運送サービスの概況 
４－１ 整備状況 

本町の地域旅客運送サービスは、ＪＲ北海道が運行する函館本線、空知中央バスが運行する深滝

線、北竜町が運行する北竜妹背牛線が定時定路線型の公共交通として整備されています。 

また、三共ハイヤー有限会社（以下、三共ハイヤー）がハイヤー・タクシー事業を担っています。 

これら以外の地域旅客運送サービスは、スクールバス、お買い物おもてなし事業、移動支援事業が

提供されています。 

 

 

図 ４-１ 本町の公共交通網（定時定路線型のみ） 

出典：国土交通省「国土数値情報」 
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４－２ 運行状況及び利用状況 

（１） 鉄道 
   

 
現状・問題点 

 

  

  本町に関連する鉄道路線である函館本線は、本町の生活圏である深川市や旭川市までの地域間

交通として重要な役割を担っています。 

函館本線の利用状況は、新型コロナウイルス感染症の影響等により収益及び輸送密度の減少が

みられていましたが、令和４（2022）年度には回復傾向に転じていると推察されます。 
   

 
課 題 

 

  

  鉄道路線の維持に向け、本町の居住地域-妹背牛駅間のアクセス性の向上を検討することや必

要に応じて鉄道路線を利用しやすい取組を本町で検討・実施することが重要です。 

 

表 ４-１ 鉄道の運行状況（令和６（2024）年３月 16日改正） 

        最短 

路線名等  区間  便 始発 終発 所要 

        時間 

ＪＲ北海道 

函館本線 

旭川駅 妹背牛駅 岩見沢駅 
上 ６ 6:22 20:57 1:21 

下 ５ 6:29 16:38 1:21 

旭川駅 妹背牛駅 滝川駅 
上 ３ 10:35 19:30 0:41 

下 ２ 6:45 21:35 0:41 

深川駅 妹背牛駅 岩見沢駅 
上 １ 7:41 - 0:57 

下 １ 18:28 - 0:57 

札幌駅 妹背牛駅 旭川駅 
上 - - - - 

下 １ 6:00 - 2:51 

出典：ＪＲ北海道「函館本線(小樽―札幌―旭川)上り・下り」 

 

  
図 ４-２ 函館本線（岩見沢-旭川）の収益及び費用 図 ４-３ 函館本線（岩見沢-旭川）の輸送密度 

 出典：ＪＲ北海道「線区別収支とご利用状況」 
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（２） 路線バス 
   

 
現状・問題点 

 

  

  本町に関連する路線バスである深滝線は、本町の生活圏である深川市までの地域間交通として

重要な役割を担っています。 

深滝線の利用状況は、輸送人員・輸送量ともに減少傾向にあり、経常収益の減少にも繋がって

います。 

また、燃料費や人件費等の高まりにより経常費用は増加傾向にあります。 
   

 
課 題 

 

  

  路線バスの維持に向け、本町の居住地域-本町内のバス停間のアクセス性の向上を検討するこ

とや必要に応じて路線バスを利用しやすい取組を本町で検討・実施することが重要です。 

 

表 ４-２ 路線バスの運行状況（令和６（2024）年４月１日改正） 

         最短 

路線名等  区間  運行曜日 便 始発 終発 所要 

         時間 

空知中央バス 

深滝線 

（雨竜経由） 

深川市立 

病院前 
妹背牛 滝川駅前 

平 日 
上 ８ 6:45 19:10 1:01 

下 ９ 6:30 19:20 1:02 

土日祝日 
上 ３ 7:20 17:40 1:01 

下 ３ 7:40 17:45 1:02 

出典：北海道中央バス「深川路線 時刻表」 

 

  
図 ４-４ 輸送人員の推移 図 ４-５ 収支額の推移 

  

 

 

図 ４-６ 輸送量及び平均乗車密度の推移  

 出典：事業者資料 
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（３） 自家用有償旅客運送 

１） 北竜妹背牛線 
   

 
現状・問題点 

 

  

  隣接する北竜町が北竜妹背牛線を運行しており、鉄道及び路線バスに接続するために本町中心

部及び妹背牛駅に停留所が置かれています。 

また、北竜妹背牛線は利用制限がなく、本町に居住する方も利用できる状況であり、妹背牛駅

にアクセスするための交通手段として重要な役割を担っています。 
   

 
課 題 

 

  

  北竜町と連携し、地域一体となった生活交通の維持・確保が必要です。 

 

表 ４-３ 自家用有償旅客運送の運行状況（令和６（2024）年４月１日時点） 

         最短 

路線名等  区間  運行曜日 便 始発 終発 所要 

         時間 

北竜妹背牛線 

【定時運行】 
碧水市街 北竜役場前 妹背牛駅 

平 日 
上 ２ 6:20 7:15 0:25 

下 ２ 16:45 19:25 0:25 

土曜日 
上 ２ 6:20 7:15 0:25 

下 １ 18:10 - 0:25 

北竜妹背牛線 

【予約運行】 
碧水市街 北竜役場前 妹背牛駅 

平 日 
上 ２ 11:45 16:05 0:25 

下 １ 12:30 - 0:25 

土曜日 
上 ２ 11:45 17:25 0:25 

下 １ 12:30 - 0:25 

日曜祝日 
上 ４ 6:20 17:25 0:25 

下 ２ 12:30 18:10 0:25 

出典：北竜町「地域公共交通利用案内」 

 

 

図 ４-７ 北竜妹背牛線の利用案内チラシ 

出典：北竜町「地域公共交通利用案内」 
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２） 福祉有償運送 
   

 
現状・問題点 

 

  

  本町の福祉有償運送は特定非営利活動法人桜林会（以下、桜林会）が担っており、要介護・要

支援、障がいを有する方の移動支援を実施しています。 

本計画の策定時には、車両４台（うち２台は車椅子対応）、運転手５名の体制で移動支援を実

施しています。 
   

 
課 題 

 

  

  本計画で位置づける公共交通の利用者と福祉的なサービス利用者のそれぞれに合った移動手

段を提供することが重要です。 

 

表 ４-４ 本計画策定時の会員数 

  人数（人）   人数（人） 

身体障害者 ６級 ２ 要介護認定者 要介護１ 10 

 ５級 ８  〃 ２ 13 

 ４級 ９  〃 ３ ６ 

 ３級 ４  〃 ４ ４ 

 ２級 ２  〃 ５ ２ 

 １級 １ 要支援認定者 要支援１ ８ 

精神障害者 ３級 ０  〃 ２ 19 

 ２級 ０ 基本チェックリスト該当者 ０ 

 １級 ０ その他の障害 肢体不自由 ３ 

知的障害者 軽度 ４ を有するもの 内部障害 ０ 

 中度 ０  知的障害 ０ 

 重度 ０  精神障害 ０ 

  その他 ０ 

合計 95 

 

 

  



24 

 

（４） タクシー・ハイヤー 
   

 
現状・問題点 

 

  

  本町のタクシー・ハイヤー事業は三共ハイヤーが担っており、令和６（2024）年３月時点で、

運転手は９名在籍、車輌台数は７台確保してます。 

また、利用状況は令和５（2023）年度実績で 30,570 人となっており、年間 365 日稼働とする

と１日平均で 84人の方が利用している状況です。 

一方で、運転手の平均年齢は 63歳となっています。 
   

 
課 題 

 

  

  タクシー・ハイヤーの需要が増加していることが想定される中で、運転手の体制をいかに確保

していくかが重要です。 

 

  
図 ４-８ 運転手の年齢層 図 ４-９ タクシー・ハイヤー事業の利用状況 

 出典：事業者資料 

  

 
図 ４-10 三共ハイヤーの営業区域 

出典：一般社団法人北海道ハイヤー協会「営業区域：深川圏」 
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（５） その他の地域旅客運送サービス 

その他の地域旅客運送サービスとして、スクールバスや各種助成事業のほか、妹背牛町商工会が事

業主体となった「お買い物おもてなし事業」が実施されています。 

 

表 ４-５ 本町の地域旅客運送サービスの概要 

施策・事業名等 事業概要 

スクールバス 
▪ 郊外部に居住する小・中学生の通学を支援しており、２方面を車輌２台

で対応しています。 

高齢者等交通助成 

▪ 高齢者などが町内の乗降、または町外の医療機関までの利用など生

活に必要な移動によって生じる交通費の一部を助成しています。

【ＪＲ】片道分の交通費を助成 

【三共ハイヤー・空知中央バス】タクシー・バスで利用することが

できる 100円券を交付 

※ともに上限あり 

ようこそ赤ちゃん助成金 
▪ 妊婦検診、産婦検診、出産のための交通費を助成しています。 

▪ 2,000円×19回分＝38,000円 

高校通学費等支援 ▪ 通学費の一部として、1人あたり年間 24,000円を助成しています。 

お買い物おもてなし事業 

タクシー利用助成金 

▪ 本事業は、買い物に出向くことが困難な方々等への支援対策事業と

して、妹背牛町商工会が実施しているものです。 

▪ 事業内容は、妹背牛サービスポイントカード会加盟店でのお買い物

等におけるタクシーを利用した場合の１乗車につき、料金 1,000円

以下の場合は 300円、1,000円～2,000円以下の場合は 600円、

2,000円を超える場合は 900円の助成を実施しています。 
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図 ４-11 スクールバス路線図 図 ４-12 お買い物おもてなし事業の 

延べ利用者数（人） 
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４－３ 公共交通にアクセスしやすい区域の人口カバー率 
   

 
現状・問題点 

 

  

  公共交通にアクセスしやすい区域（以下、公共交通カバー圏域）をＪＲ駅から１km、バス停か

ら 300mとすると、本町全体で 60.9％のカバー率となっています。 

一方で、一区及び三区以外の地域では、全体のカバー率を下回っています。 
   

 
課 題 

 

  

  カバー率が低い地域において、公共交通を必要としている方への生活交通の確保が必要です。 

 

 

表 ４-６ 大字別のカバー率 

大字・ 

町名 

字・ 

丁目名 

Ｒ２ 

人口 

（人） 

圏域内 

人口 

（人） 

カバー 

率 

字妹背牛 一区 1,711 1,276 74.6% 

字妹背牛 二区 82 32 39.0% 

字妹背牛 三区 221 213 96.4% 

字妹背牛 四区 67 6 9.0% 

字妹背牛 五区 92 42 45.7% 

字妹背牛 六区 149 55 36.9% 

字妹背牛 九区 77 0 0.0% 

字妹背牛 一〇区 80 0 0.0% 

字妹背牛 一一区 78 0 0.0% 

字下メム  33 15 45.5% 

字大鳳  81 0 0.0% 

字秩父別  22 0 0.0% 

 合計 2,693 1,639 60.9% 
 

図 ４-13 公共交通カバー圏域 

出典：総務省統計局「令和２年国勢調査」、国土交通省「国土数値情報」 
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４－４ 地域旅客運送サービス等に要している経費 
   

 
現状・問題点 

 

  

  本町が地域旅客運送サービス等に要している経費は、1,500万円超となっています。 

一方で、通学のためのスクールバスや交通費助成等、自家用車以外での必要な移動に経費を要

している状況です。 
   

 
課 題 

 

  

  生活の足を必要としている方への支援を継続するとともに、経費の効率化を図る余地がある部

分については検討を進めることが重要です。 

 

表 ４-７ 本町の地域旅客運送サービスに係る経費 

施策・事業名等 事業概要 

Ｒ５ 

決算額 

（千円） 

一般バス路線の維持に 

係る補助金 

▪ 地域間幹線系統 空知中央バス 深滝線の運行経費補助。 

▪ なお、令和５年度までは広域生活バス路線 空知中央バス 

北竜線の運行経費補助も拠出。 

4,310 

スクールバス 
▪ ２方面を車輌２台で対応。 

7,552 

高齢者等交通助成 
▪ 高齢者などが生活に必要な移動によって生じる交通費の

一部を助成 
1,003 

ようこそ赤ちゃん助成金 ▪ 妊婦検診、産婦検診、出産のための交通費を助成。 170 

高校通学費等支援 ▪ 通学費の一部として、1人あたり年間 24,000円を助成。 1,488 

お買い物おもてなし事業 

タクシー利用助成金 

▪ 買い物に出向くことが困難な方々等への支援対策事業と

して、妹背牛町商工会が実施。 
776 

合計 15,299 

 

 
図 ４-14 地域旅客運送サービスに係る経費の推移（費目が 100万円を超えるものは数値を記載）  
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第５章 地域の移動ニーズ等の整理 
本章では北空知地域公共交通計画策定のために令和３年度に実施した各種調査から本町に係る項

目等を抜粋して、地域の移動ニーズ等を整理します。 

 

５－１ 北空知４町住民アンケート調査 
（１） 調査概要 

１） 調査目的 

北空知地域４町で異なる住民の生活実態（生活圏）や公共交通に対するニーズを把握するために、

本地域の住民を対象としたアンケート調査を実施しました。 

 

２） 調査期間 

令和３（2021）年９月３日（金）～10月８日（金） 

 

３） 調査方法 

郵送による配布及び回収 

 

４） 調査対象及び回収状況 

 表 ５-１ 調査対象及び回収状況 

 自治体名 配布世帯数 
回収世帯数 

（回収票数） 

回収率 

（世帯ベース） 

 妹背牛町 ２地区 470世帯 157世帯（256票） 33.4％ 

 秩父別町 ２地区 250世帯 94世帯（154票） 37.6％ 

 北竜町 ３地区 360世帯 172世帯（280票） 47.8％ 

 沼田町 ２地区 520世帯 153世帯（250票） 29.4％ 

 合計 ７地区 1,600世帯 576世帯（940票） 36.0％ 

 

５） 調査項目 

 表 ５-２ 調査項目及び設問内容 

 調査項目 設問内容 

 個人属性 性別、年齢、職業、住所、自動車及び免許の保有状況など 

 交通行動 通勤・通学、買い物、通院の頻度、曜日、目的地、交通手段など 

 公共交通に関する考え方 地域の公共交通を維持するために重要な要素、将来的な地域交通

の維持・確保の考え、地域を運行するバス路線について など 
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６） 調査票（実際は冊子形式で配布） 

 

図 ５-１ 調査票（表紙） 

 

 

図 ５-２ 調査票（Ｐ１・Ｐ４） 
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図 ５-３ 調査票（Ｐ２・Ｐ３） 

 

 

図 ５-４ 調査票（Ｐ５） 
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（２） 調査結果概要 

１） 個人属性 

 ▪ 回答者の年齢は「65歳以上」が 45.6％ 

▪ 免許及び自動車の保有状況は「免許も自動車も持っている」が 89.2％、運転意向は「運転した

い」が 81.9％ 

▪ 運転が困難になった際の移動手段は「公共交通（バス、タクシー、ＪＲ等）を利用する」が 60％

以上 

 

  
図 ５-５ 年齢（N=252） 図 ５-６ 居住地（N=256） 

  

 
図 ５-７ 免許・自動車の保有状況 

※10％未満の回答は数値標記を割愛 

  

  

図 ５-８ 現在の運転意向 
図 ５-９ 将来、運転が困難になった場合の移動
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２） 交通行動 

 ▪ 交通行動別の交通手段は通学を除いて「自動車（自分の運転）」が多く、通学時には公共交通を

利用 

▪ 通学・通勤時の行先は「妹背牛町」や「深川市」、「滝川市」が上位 

▪ 買物・通院時の行先は「深川市」や「旭川市」、「滝川市」が上位 

 

表 ５-３ 交通行動別の交通手段 表 ５-４ 通勤・通学時の行先 
 通学 通勤 買物 通院 

 (N=６) (N=41) (N=169) (N=117) 

徒歩 33.3% 26.8% 12.5% 2.6% 

自転車 66.7% 36.6% 16.0% 11.1% 

スクールバス 0.0% 0.0% - - 

自動車（自分の運転） 16.7% 58.5% 78.5% 80.4% 

自動車（家族の送迎） 0.0% 0.0% 17.5% 17.0% 

自動車（家族以外の送迎） 0.0% 0.0% 2.5% 3.9% 

ＪＲ（留萌方面） 0.0% 2.4% 1.0% 0.7% 

ＪＲ（深川方面） 16.7% 9.8% 2.5% 3.9% 

ＪＲ（滝川方面） 33.3% 2.4% 0.5% 0.0% 

高速るもい号 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

留萌旭川線 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

北竜線 33.3% 0.0% 0.0% 0.7% 

深滝線 33.3% 0.0% 1.5% 2.0% 

沼田線 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

滝川北竜線 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

沼田町営バス 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

乗合タクシー 0.0% 0.0% 0.0% 0.7% 

タクシー 0.0% 0.0% 0.5% 0.7% 

原付・バイク 0.0% 2.4% 1.0% 0.7% 

その他 0.0% 4.9% 0.0% 0.7% 
 

 通学 通勤 
 (N=７) (N=103) 

深川市 42.9% 9.7% 

旭川市 0.0% 0.0% 

札幌市 0.0% 0.0% 

滝川市 28.6% 6.8% 

留萌市 0.0% 0.0% 

妹背牛町 0.0% 55.3% 

北竜町 0.0% 0.0% 

秩父別町 0.0% 1.0% 

沼田町 0.0% 1.0% 

その他 0.0% 0.0% 

不明 28.6% 26.2% 
 

※■：１位、■：２位、■：３位 

 

表 ５-５ 買物・通院時の行先 
 日常の買物 まとめて買物 診療所等通院 総合病院等通院 
 (N=202) (N=180) (N=182) (N=166) 

深川市 80.7% 55.0% 81.9% 53.0% 

旭川市 11.9% 47.2% 18.1% 66.3% 

札幌市 0.5% 9.4% 0.0% 6.0% 

滝川市 29.7% 52.2% 17.0% 17.5% 

留萌市 0.0% 0.0% 0.0% 0.6% 

妹背牛町 46.5% 2.2% 37.4% 2.4% 

北竜町 0.5% 0.0% 0.0% 0.0% 

秩父別町 0.5% 0.0% 0.0% 0.0% 

沼田町 0.0% 0.0% 0.5% 0.0% 

その他 1.0% 1.1% 2.7% 6.6% 
 

※■：１位、■：２位、■：３位 
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３） 公共交通に関する考え方 

 ▪ 将来的な地域交通の維持・確保に向けての考えは「利用実態に合わせた運行規模の適切化を図る

こと」が 68.2％ 

▪ 地域を運行するバス路線は「現状維持」が 58.8％、「乗り換えは発生するが所要時間が短く、行

ける目的地が増えると良いと思う」が 28.3％ 

 

 
図 ５-10 将来的な地域交通の維持・確保に向けての考え（N=239） 

 

 
図 ５-11 地域を運行するバス路線について（N=233） 
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５－２ 北空知４町通学アンケート調査 

（１） 調査概要 

１） 調査目的 

北空知地域４町から深川・滝川の公立高等学校へ通学している生徒に対して、通学時の移動実態や

ニーズの調査を行い、今後の公共交通の検討の基礎資料とするためのアンケート調査を実施しまし

た。 

 

２） 調査期間 

令和３（2021）年９月 28日（火）～10月 22日（金） 

 

３） 調査方法 

高等学校の協力のもと調査票を送付、回収 

 

４） 調査対象及び回収状況 

妹背牛町、秩父別町、北竜町及び沼田町から滝川高等学校、滝川工業高等学校、深川東高等学校、

深川西高等学校、滝川西高等学校のいずれかに通学している生徒 

 

 表 ５-６ 調査対象及び回収状況  

 自治体名 回収票数 
うち妹背牛町居住者 

からの回収票数 

 滝川高等学校 44票 16票 

 滝川工業高等学校 １票 ０票 

 深川東高等学校 ５票 ２票 

 深川西高等学校 52票 13票 

 滝川西高等学校 20票 6票 

 合計 122票 37票 

 

５） 調査項目 

 表 ５-７ 調査項目及び設問内容 

 調査項目 設問内容 

 個人属性 学年、性別、住まいの市町村、部活動への所属状況 

 移動実態及び移動ニーズ 通学時の交通手段、運行サービスに対する考え方など 
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６） 調査票 

 
図 ５-12 調査票（表面） 
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図 ５-13 調査票（裏面） 
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（２） 調査結果概要 

 ▪ 通学している高等学校は「滝川高校」が 43.2％、「深川西高校」が 35.1％ 

▪ 通学時の交通手段は「ＪＲ（滝川方面）」が 45.9％、「徒歩・自転車」が 43.2％であるほか、「自

動車（送迎）」や「路線バス」等の公共交通による通学 

▪ 公共交通による通学で困っていることは「運行便数が少なくて利用しづらい」が 51.4％、「学校

祭などのイベント時の帰宅にちょうど良い便がない」が 27.0％ 

 

 

 

図 ５-14 通学している高等学校（N=37）  

 

 
図 ５-15 通学時の交通手段（N=37） 

 

 
図 ５-16 公共交通による通学で困っていること（N=37） 
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５－３ 公共交通乗降調査 

（１） 調査概要 

１） 調査目的 

北空知地域４町を運行している各種公共交通の利用状況の把握に向け、各種公共交通の利用実態

調査を実施しました。 

 

２） 調査日 

平日：令和３（2021）年７月 13日（火）、16日（金） 

休日：令和３（2021）年７月 17日（土） 

 

３） 調査方法 

調査員の全便乗り込み調査 

※利用者数はカウント調査、利用実態はビンゴ式アンケート調査にて把握 

 

（２） 調査結果概要 

 表 ５-８ 調査日の利用状況の概要 

 
運行事業者 路線名 調査日 便数 利用者数 

１便あたり 

利用者数 

 ＪＲ北海道 留萌本線 07/13(火) 14便 180人/日 12.9人/便 

   07/17(土) 14便 157人/日 11.2人/便 

  函館本線 07/13(火) 17便 294人/日 17.3人/便 

   07/17(土) 17便 219人/日 12.9人/便 

 空知中央バス 沼田線 07/13(火) 10便 48人/日 4.8人/便 

   07/17(土) 8便 32人/日 4.0人/便 

  北竜線 07/13(火) 10便 53人/日 5.3人/便 

   07/17(土) 9便 30人/日 3.3人/便 

  深滝線 07/13(火) 25便 295人/日 11.8人/便 

   07/17(土) 22便 159人/日 7.2人/便 

 北海道中央バス 高速るもい号 

（深川経由） 
07/16(金) 7便 71人/日 10.1人/便 

 
 

 

 
07/17(土) 7便 62人/日 8.9人/便 

  高速るもい号 

（滝川経由） 
07/16(金) 7便 109人/日 15.6人/便 

   

 
07/17(土) 7便 75人/日 10.7人/便 

  滝川北竜線 07/13(火) 3便 38人/日 12.7人/便 

   07/17(土) 2便 9人/日 4.5人/便 

 沿岸バス 留萌旭川線 07/13(火) 16便 103人/日 6.4人/便 

   07/17(土) 16便 137人/日 8.6人/便 

 ＪＲ北海道 函館線接続バス 07/13(火) 1便 8人/日 8.0人/便 

  下校バス 07/16(金) 1便 7人/日 7.0人/便 
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（３） 路線別調査結果（妹背牛町関係路線のみ） 

１） ＪＲ北海道：函館本線 

 ▪ 本町に係る移動状況は「滝川市」や「深川市」との区間で利用が多い 

▪ また、「旭川方面」や「札幌方面」へは本町を起点とする利用が多い 

 

 
図 ５-17 調査日の１日平均利用状況図 
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２） 空知中央バス：北竜線（令和６（2024）年３月末廃止） 

 ▪ 本町に係る移動状況は「深川市」との区間で利用が多く、「北竜町」との区間は利用が少ない 

▪ また、本町内の停留所間の移動は見られていない 

 

 

 
図 ５-18 調査日の１日平均利用状況図 
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３） 空知中央バス：深滝線 

 ▪ 本町に係る移動状況は「深川市」との区間で利用が多く、「滝川市」及び「雨竜町」との区間は

利用が少ない 

▪ また、本町内の停留所間の移動は少数見られている 

 

 
図 ５-19 調査日の１日平均利用状況図 
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５－４ 各種調査結果に基づいた課題・ニーズの抽出 

本章で整理した各種調査結果から、本町における地域公共交通に係る課題・ニーズを抽出します。 

 

表 ５-９ 各種調査から抽出した課題・ニーズ 

調査名 課題 ニーズ 

北空知４町 

住民アンケート調査 

▪ 免許・自動車の保有率が高く、運転

継続意向も高いため、公共交通の利

用者ターゲットを明確にした公共交

通体系の検討が必要 

▪ 乗り換えに抵抗があることが想定さ

れるため、抵抗を緩和するような乗

換円滑化に係る取組の実施が有効 

▪ 運転が困難になった場合の公共交通

利用意向は比較的高い傾向にあるた

め、自動車からの転換を促すような

取組の実施が有効 

▪ 町内移動に加え、深川市、旭川市及

び滝川市までの生活交通の確保が重

要 

▪ 運行規模の適切化を図り地域公共交

通を維持することが重要 

北空知４町 

通学アンケート調査 

▪ 廃止となったバス路線利用者への通

学手段の提供が必要 

▪ 残存する公共交通路線の持続可能性

の確保 

▪ 公共交通を利用できる時間帯や曜日

等に拡大 

▪ 部活動など課外活動後の帰宅時の交

通手段の確保 

公共交通乗降調査 ▪ 本町内における路線バス停留所の乗

降が少ないため、利用促進等の取組

が重要 

▪ 深川市及び滝川市までの生活交通の

確保が重要 

▪ 滝川市へは鉄道、深川市へはバスに

よる移動が中心 
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第６章 地域公共交通に係る重点課題の整理 
各章で整理した項目ごとの課題を集約し、地域公共交通に係る重点課題として下記の３項目を整

理します。 

 

（１） 社会情勢及び移動ニーズに対応した公共交通の維持 

本町の人口動態は総人口の減少に加え、少子高齢化が進行している一方で、自動車や免許等を保有

しておらず公共交通を必要としている世帯や世代の生活の足を確保することは重要となっています。 

また、本町内においても居住場所によっては移動ニーズが異なることが想定され、地域特性等を踏

まえた生活の足の確保も重要性を増しています。 

これら社会情勢や移動ニーズ等を踏まえ、本町で安全かつ快適に移動できる環境を確保していく

ことが必要です。 

 

（２） 本町と町外の生活圏自治体を結ぶ公共交通ネットワークの維持 

本町の生活圏は町内だけでなく、町外の自治体にも広く及んでおり、通学や通院など多様な移動目

的で広域的な移動が生じており、本町に住み続けながら生活するためには公共交通ネットワークが

維持し続けることが重要です。 

 

（３） 公共交通が主な移動手段となっている方が継続して公共交通を利用できる体制の維持 

本町に居住する方は、免許・自動車の保有率が高く、運転継続意向も高いため、公共交通の利用者

ターゲットを明確にし、公共交通体系の検討が必要です。 

また、全国的に公共交通に携わる人員の継続した確保や人件費等の運行経費の増加が問題視され

ており、自治体単独での公共交通を維持していくことは困難となってきていることを踏まえ、近隣自

治体と連携した交通体系の確保も重要です。 
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第７章 基本方針と計画目標 
７－１ 基本方針 

 
 

持続可能で利便性の高い公共交通体系を確立し 

安全かつ快適に移動できる多様な交通手段の提供  
 

 

７－２ 基本方針の実現に向けた計画目標 
 

目標Ⅰ 
 

 

 
移動目的と連動した町内における交通手段の確保 

 ・公共交通を必要とする方が今後も本町で安全かつ快適に移動できる環境を提供していくためには、

移動目的や町内移動ニーズなどを踏まえた公共交通を整備する必要があるため、交通事業者が運

行する公共交通に加え、町内で運行しているモビリティなどの維持に努めます。 

・また、北竜町と連携した移動選択肢の確保も重要であるため、協働した取組の推進にも努めます。 

 

目標Ⅱ 
 

 

 
町外の生活圏までの交通手段の確保 

 ・目標Ⅰと同様に、安全かつ快適に移動できる環境の提供に向けては、町外の生活圏までの移動手

段の確保も重要であるため、交通事業者が運行する公共交通路線の運行維持に寄与する施策展開

に努めます。 

 

目標Ⅲ 
 

 

 
移動支援を必要とする方へのサービスの提供 

 ・通学世代や自家用車を持たない世代・世帯など、移動支援を必要とする方に公共交通サービスが

行き渡るような施策の展開に努めるほか、公共交通がより利用しやすくなるような施策もサービ

スの一環として捉え、各種施策展開に努めます。 
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７－３ 地域旅客運送サービスの維持・確保の方針 

基本方針や目標を踏まえ、公共交通の利用促進等に向けた維持・確保の方針を下表に整理します。 

 

表 ７-１ 地域旅客運送サービスの維持・確保の方針 

交通モード 路線名等 役割・必要性 維持・確保の方針 

鉄道 ＪＲ北海道 

函館本線 

▪ 本町の生活圏であ

る深川市や旭川

市、滝川市までの

通勤・通学、買物、

通院等の目的にお

いて、生活交通の

役割を担う 

※「北空知４町地域公共交通計画」で位置づけ 

▪ 今後も本町に居住する住民等の重要な移動手

段として、町内で運行しているモビリティが妹

背牛駅までのアクセス性を確保（他公共交通か

らのシームレスな接続による輸送量向上） 

▪ 関係する自治体等とＪＲ北海道が連携しなが

ら、鉄道の利便性向上や利用促進に取り組む 

路線バス 空知中央バス 

深滝線 

 

【地域間幹線 

補助系統】 

▪ 本町の生活圏であ

る深川市や旭川市

までの通勤・通学、

買物、通院等の目

的において、生活

交通の役割を担う 

※「北空知４町地域公共交通計画」で位置づけ 

▪ 地域間幹線系統確保維持費補助金を活用し、現

状維持に向けた利用促進の取組の推進 

▪ 深川市内での他の公共交通と乗継などを考慮

した連携により輸送量向上を目指す 

自家用有償 

旅客運送 

北竜妹背牛線 ▪ 滝川市内に加え、

深川市内の高校、

病院、商業移設等

へアクセスする役

割を担う 

▪ 妹背牛駅へアクセ

スする役割を担う 

※「北竜町地域公共計画」で位置づけ 

▪ 北竜町営バス北竜妹背牛線は、滝川市方面がＪ

Ｒ函館本線、深川市方面が空知中央バス深滝線

との乗継により、通学、買物及び通院等の生活

交通を確保 

▪ 本町に居住する方の妹背牛駅までのアクセス

性の向上に寄与することから北竜町と連携し

た公共交通の運行に取り組む 

 福祉有償運送 ▪ 自家用車や公共交

通等、自力での乗

降が難しい要支

援・要介護の方の

生活交通の役割を

担う 

▪ 運行主体である桜林会で、運行内容の検討等を

行い、必要に応じて妹背牛町地域公共交通活性

化協議会に情報提供、申請行為等を実施する 

タクシー・ 

ハイヤー 

－ ▪ 生活圏自治体間の

移動や町内移動等

の柔軟性が高い交

通の役割を担う 

▪ 運転手等の体制確保に向け、関係者等が協働し

た雇用及び事業経営の安定化に努める 
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７－４ 本計画の全体像 

 

 
図 ７-１ 妹背牛町地域公共交通網 

 

表 ７-２ 補助系統等の位置付け 

 
  

妹背牛駅

碧水市街

妹背牛

施策①：他自治体と連携した
公共交通運行事業

【地域内フィーダー系統】
・北竜妹背牛線

施策③：生活圏自治体までの
広域的な公共交通
ネットワークの確保

【広域幹線系統】
・函館本線
【地域間幹線系統】
・深滝線

滝川市

深川市

施策④：既存の移動支援に
係る事業の継続

・スクールバス
・高齢者等交通助成
・ようこそ赤ちゃん助成金
・お買い物おもてなし事業
タクシー利用助成金

施策②：タクシー・ハイヤー事業の継続に向けた官民連携
施策⑤：ＩＣＴ等を活用した既存モビリティの高度化
施策⑥：関係者連携による持続可能な公共交通サービス提供体制の確保

・利用促進及び持続可能性を向上させる取組の実施

北竜町

妹背牛町

実施主体 路線・系統名等 起点 経由地 終点
道路運送法の
事業許可区分

運行態様 補助事業の活用

ＪＲ北海道
広域幹線系統
(函館本線)

岩見沢駅 妹背牛駅 旭川駅 －
路線

定期運行
－

空知中央
バス

地域間幹線系統
(深滝線)

滝川駅前 妹背牛 深川市立病院前 ４条乗合
路線

定期運行

地域間幹線系統補助
※北空知４町地域公共交通計画
　で位置付け
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第８章 目標達成のための施策・事業 
８－１ 目標Ⅰの達成に向けた施策・事業 

施 策 ① 他自治体と連携した公共交通運行事業 

施 策 内 容 北竜町が運行する北竜妹背牛線は、本町に居住する方の妹背牛駅までのアクセス

性の向上に寄与することから、北竜町と連携して公共交通の運行に取り組みます。 

なお、北竜妹背牛線の運行にあたっては、本町での一般財源を確保し、北竜町と

の協働による持続可能性の確保に努めます。 

 

 
図 ８-１ 北竜妹背牛線の運行内容 

出典：北竜町「地域公共交通利用案内」 

 

実 施 主 体 

 
協議会 妹背牛町 交通事業者 住民 

その他 

（北竜町） 

実 施 

スケジュール 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10年度 

（2024） （2025） （2026） （2027） （2028） 

北竜町との 

協働運行 
実 施     
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施 策 ② タクシー・ハイヤー事業の継続に向けた官民連携 

施 策 内 容 タクシー・ハイヤーは他の公共交通と比較して柔軟性が高く、本町の重要な交通

手段となっています。 

一方で、運転手の年齢層の高齢化や需要の高まりにより、現状の運行体制の維持

が困難となる恐れがあるため、行政と交通事業者が連携し、運転手確保に向けた取

り組みを検討・実施します。 

 

 
図 ８-２ 自衛官向けバス・トラック・タクシー運転体験会＆合同就職説明会 

出典：北海道運輸局 

 

実 施 主 体 

 
協議会 妹背牛町 交通事業者 住民 

その他 

（北海道運輸局） 

実 施 

スケジュール 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10年度 

（2024） （2025） （2026） （2027） （2028） 

運転手確保に 

向けた取組 

検討 

必要に応じて 

実施 
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８－２ 目標Ⅱの達成に向けた施策・事業 

施 策 ③ 生活圏自治体までの広域的な公共交通ネットワークの確保 

施 策 内 容 本町で安全かつ快適に生活し続けるためには、滝川市や深川市などの生活圏自治

体との繋がりは重要であるため、公共交通で移動せざるを得ない方も円滑に移動で

きるよう本町に関連する広域的な公共交通の確保に努めます。 

なお、公共交通の確保にあたっての考え方等は、令和３（2021）年度に北空知４

町地域公共交通活性化協議会が策定した「北空知４町地域公共交通計画」との連携

を図ります。 

 

 
 

図 ８-３ 本町を中心とした広域的な移動状況 

出典：内閣府「ＲＥＳＡＳ-地域経済分析システム」 

 

実 施 主 体 

 協議会 妹背牛町 交通事業者 住民 

その他 

（北空知４町地域公共交通 

活性化協議会） 

実 施 

スケジュール 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10年度 

（2024） （2025） （2026） （2027） （2028） 

広域的な 

公共交通との 

乗継確保 

実 施     

 

  

深川市

秩父別町

妹背牛町

滝川市

沼田町

新十津川町

砂川市

北竜町

雨竜町

札幌市

旭川市

137

14

12

51

21

6

11

42

35

11

9

136

19

15

60

6017

57

15
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８－３ 目標Ⅲの達成に向けた施策・事業 

施 策 ④ 既存の移動支援に係る事業の継続 

施 策 内 容 本町の移動支援に係る事業は、スクールバスや高齢者等交通助成、お買い物おも

てなし事業タクシー利用助成金などが整備されており、いずれも一定数以上の利用

があるため、各事業を継続して実施します。 

なお、事業内容等は役場所管で検討を実施するため、妹背牛町地域公共交通活性

化協議会で必要に応じて実施状況等の情報共有を図ることとします。 

 

実 施 主 体 

 
協議会 妹背牛町 交通事業者 住民 その他 

実 施 

スケジュール 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10年度 

（2024） （2025） （2026） （2027） （2028） 

事業の継続 実 施     

 

施 策 ⑤ ＩＣＴ等を活用した既存モビリティの高度化 

施 策 内 容 ＩＣＴ等を活用した既存モビリティの高度化は、交通システム全体の効率化と利

用者の利便性向上を実現に重要な視点であり、持続可能な交通体系の構築の促進、

地域社会全体の生活の質が向上にも寄与すると考えられるため、導入に向けて調

査・検討を実施します。 

 

実 施 主 体 

 
協議会 妹背牛町 交通事業者 住民 その他 

実 施 

スケジュール 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10年度 

（2024） （2025） （2026） （2027） （2028） 

調査・検討 実 施     

 

施 策 ⑥ 関係者連携による持続可能な公共交通サービス提供体制の確保 

施 策 内 容 本計画の推進状況は、妹背牛町地域公共交通活性化協議会における検証及び確認

を基本として、持続可能な公共交通サービス提供体制を確保します。 

妹背牛町地域公共交通活性化協議会の中では地域課題などの情報共有を図り、関

係者間の連携を着実に進め、持続可能な公共交通サービスの提供体制を確保しま

す。 

 

実 施 主 体 

 
協議会 妹背牛町 交通事業者 住民 

その他 

（協議会委員） 

実 施 

スケジュール 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10年度 

（2024） （2025） （2026） （2027） （2028） 

協議会の開催 実 施     
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第９章 本計画の達成状況の評価 
９－１ 本計画の進捗管理 

本計画で位置づける３つの目標について、下記の考え方をもって具体的な数値等により進捗管理

を行います。 

 

（１） 進捗管理の考え方 

表 ９-１ 進捗管理の考え方 

計画の目標 
関連 

施策 
考え方 

目標 

Ⅰ 

移動目的と連動した 

町内における交通手段の確保 

①、 

② 

▪ 北竜妹背牛線の利用者数・収支率・公的資金投入額の

評価指標により、町内の移動手段が確保されているか

を評価・検証し、目標Ⅰで掲げる内容が達成されてい

るかを確認します。 

▪ なお、施策②については計画推進期間中に検討を進め、

必要に応じて実施する施策であるため、施策実施の際

に進捗管理に向けた目標値等を検討することとしま

す。 

目標 

Ⅱ 

町外の生活圏までの 

交通手段の確保 

③ ▪ 北竜妹背牛線が妹背牛駅や妹背牛バス停にアクセスで

き、広域的な公共交通との乗継が確保されている状況

の維持に努め、目標Ⅱで掲げる内容が達成されている

かを確認します。 

目標 

Ⅲ 

移動支援を必要とする方への 

サービスの提供 

④、 

⑤、 

⑥ 

▪ 既存の移動支援事業は、移動支援を必要とする方に対

して目的等に応じた内容を提供しているため、今後も

移動支援事業の継続に努め、目標Ⅲで掲げる内容が達

成されているかを確認します。 

 

（２） 進捗管理のための目標値 

表 ９-２ 進捗管理に伴う目標値 

評価指標 単位 

現況値 目標値 

令和５ 令和６ 令和７ 令和８ 令和９ 令和１０ 

(2022) (2024) (2025) (2026) (2027) (2028) 

公共交通利用者数（妹背牛町） 人/年 － 
4,740

（500） 

4,740

（500） 

4,740

（500） 

4,740

（500） 

4,740

（500） 

公共交通収支率 （妹背牛町） ％/年 － 
11.3％ 

(8.1%) 

11.3％ 

(8.1%) 

11.3％ 

(8.1%) 

11.3％ 

(8.1%) 

11.3％ 

(8.1%) 

公的資金投入額 （妹背牛町） 
千円/

年 
－ 617 617 617 617 617 

 

（３） 目標値の計測方法 

表 ９-３ 評価指標の測定方法 

評価指標 測定方法 

公共交通利用者数 
▪ 北竜妹背牛線の年間利用者数により測定 

▪ 上表の括弧内は妹背牛町民の利用者数 

公共交通収支率 

▪ 収入は北竜町に算入されるため、本町では町内利用者数に運賃（100円）を

乗じたものを収益として算出 

（（妹背牛町利用者数×100）÷公的資金投入額×100） 

▪ 上表の括弧内は妹背牛町の収支率 

公的資金投入額 
▪ 北竜妹背牛線の運行経費のうち、妹背牛町の公的資金投入額により測定 
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９－２ 本計画の管理体制 

施策を継続的に展開していくにあたっては、前項で示した評価指標及び数値目標に基づき、定期的

なモニタリングを通じて、施策の実施効果や変化する社会情勢との適合性等を検証・評価し、適宜・

適切に計画の見直しを行うことが重要です。 

これら施策の評価にあたっては、本計画の策定で協議を行ってきた「妹背牛町地域公共交通活性化

協議会」で行うこととし、ＰＤＣＡサイクルにより評価・検証を行います。また、協議会において、

継続的に評価・検証を実施します。 

加えて、本計画の目標を実現するにあたっては、行政や交通事業者のみならず、各種団体などを含

めた地域住民の理解と参加、協力が不可欠であり、地域の一人ひとりが主体的に考えて取り組むこと

が重要です。そのため、各関係者の役割を明確にし、それぞれが主体的に取り組むことで、本地域に

おける持続可能な交通ネットワークを構築します。 

 

表 ９-４ 管理体制（妹背牛町地域公共交通活性化協議会委員名簿） 

所 属 所 属 

１ 
国土交通省北海道運輸局 

旭川運輸支局 
11 妹背牛町区長会 

２ 北海道空知総合振興局 12 妹背牛町１区連合会 

３ 
北海道空知総合振興局 

札幌建設管理部深川出張所 
13 妹背牛町社会福祉協議会 

４ 北海道旭川方面深川警察署 14 妹背牛町 PTA連合会 

５ 空知中央バス株式会社 15 妹背牛町商工会 

６ 
北海道地方交通運輸産業 

労働組合協議会 
16 北竜町 

７ 旭川地区バス協会 17 妹背牛町副町長 

８ 深川ハイヤー協会 18 妹背牛町健康福祉課長 

９ 三共ハイヤー有限会社 19 妹背牛町教育委員会 

10 特定非営利法人 桜林会 20 妹背牛町建設課長 

 

表 ９-５ 計画推進時の各関係者の役割 

関係者 役割 内容 

地域住民 公共交通の積極的な利用 
日常的な公共交通の積極的な利用、公共交通利用促進策

の活用、利用ニーズ・要望の発信など 

交通事業者 安全な運行の確保等 公共交通の安全な運行、運行実績等のデータ提供など 

妹背牛町 施策の検討・実施等 
地域ニーズの把握、交通施策の実施、資金調達、 

交通事業者との連携など 
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９－３ 計画推進のあり方 

本計画は、下記のＰＤＣＡサイクルを回しながら進捗を管理して運用します。ＰＤＣＡサイクルの

運用にあたっては、毎年度、妹背牛町地域公共交通活性化協議会において、構成機関の認識共有を図

りながら、施策管理を行います。 

なお、妹背牛町地域公共交通活性化協議会の開催頻度は、取組の実施状況や施策・事業の見直しに

向けた協議会の開催が必要となった場合など、状況に応じた協議を柔軟に実施していきます。 

 

 
図 ９-１ ＰＤＣＡサイクルによる計画推進の流れ 

 

本計画（Ｐｌａｎ）の推進にあたり、計画期間である５年間において、毎年度、施策・事業の実施

状況（Ｄｏ）を確認した上で、目標の達成状況（数値指標）を評価（Ｃｈｅｃｋ）し、必要に応じて、

施策・事業の見直し（Ａｃｔｉｏｎ）を行います。 

施策・事業の見直し結果を踏まえて、必要に応じて計画を見直すとともに、施策・事業に反映し（Ｐ

ｌａｎ）、着実に施策・事業を実施（Ｄｏ）します。 


